


F o r e w o r d

ま　え　が　き

　貨物自動車の荷役装置として普及しているテールゲートリフターは、今や、トラッ

ク荷台への積卸し作業に欠かすことのできない装置の一つです。テールゲートリフター

は、キャスター付きの台車の使用により、重量物の積卸しが一人の作業者でもでき

るため、荷役作業の省力化、効率化を図ることができ、その操作も容易なことから、

今後もテールゲートリフターが担う役割はますます増えるものと見込まれます。

　しかし一方で、テールゲートリフターの急速な普及に比例し、近年、テールゲート

リフターの誤った操作や安全確認の不徹底などにより、当該作業に係る労働災害が

著しく増加しており、死亡災害など重篤な災害も発生しています。

　このような背景のもと、テールゲートリフターの取扱いに関し、正しい知識と安全

な作業を確保するため、令和５年３月に労働安全衛生規則が一部改正され、テール

ゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業については、特別教育の対象とされるこ

とになりました。

　この改正を受け、当協会では、有識者やテールゲートリフターメーカーの技術者

などを構成員とするテールゲートリフター特別教育用教材作成委員会を設置して検

討を重ね、今般、学科教育に対応したテキストを作成しました。本書は、安全衛生

特別教育規程に示されたカリキュラムに沿って、テールゲートリフターの操作の業務

について、イラストや写真を多く用い、テールゲートリフターの構造、点検・整備、

取扱い方法、災害事例を踏まえた安全な作業方法などを分かりやすく解説しています。

　また、事業場で使用するテールゲートリフターを用いて実技教育を行う際には、

巻末の「実技教育で行うべき事項」に基づき、本書の内容を踏まえた所定時間の

教育を実施してください。

　本書が、テールゲートリフター作業者に広く活用され、同作業における労働災害

防止対策に寄与することを心から願っています。

令和８年３月

陸上貨物運送事業労働災害防止協会
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？　テールゲートリフターは、トラック荷台の後部に取り付けられた荷物を積卸しする
ための昇降装置です。パワーゲートⓇやゲート車と呼ばれることも多いこの装置ですが、
キャスター付きの台車を使用すれば手積み・手卸しが不要となり、ドライバー1人で
も重量物を積み卸すことができるため、今や荷役作業の省力化、効率化に欠かすこと
はできません。

　陸運業界においては近年、労働力
不足、作業者の高齢化が進んでいま
す。荷役作業の省力化、効率化が一
層求められることにより、テールゲー
トリフターの果たす役割は、ますま
す大きくなってくるでしょう。

テールゲートリフターとは？‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

（写真提供：極東開発工業株式会社）

リモコンのボタンスイッチで昇降板の上昇・
下降ができ、操作はとても簡単です。 
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　テールゲートリフターの作業は、コンビニエンスストアの店舗駐車場での入出庫や
周辺の路上などでトラック荷台から路上への積荷の移動、宅配荷物の拠点間の移動で
も多く見られます。テールゲートリフターで取り扱う荷としては、商品などが積載さ
れたロールボックスパレット（カゴ車）やカートラック（6輪台車）などが多く、ガ
スボンベや引越し荷物などの移動にも活用されています。 

　このように、多くの荷役現場で活
躍しているテールゲートリフターで
すが、誤った操作や安全確認の不徹
底による事故が後を絶ちません。作
業者が死亡するといった重大事故も
発生しています。簡単で便利な反面、
テールゲートリフター作業が危険で
あるという認識が少ないからだと考
えられます。

　このような背景から、「テールゲー
トリフターの操作の業務」は令和５
年の法令改正により、作業者に対す
る特別教育の実施が義務化されまし
た。テールゲートリフターに関する
知識を深め、安全な荷役作業に努め
ましょう。

テールゲートリフターによる作業‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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